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1１．収入の見通しの変更承認申請について

✓ 当社は、レベニューキャップ制度の下、第一規制期間の事業計画に基づき、高経年化設備の更新・
保全や再エネ導入拡大に向けた設備増強等の取り組みを進めております。

✓ 一方、事業計画の策定時点では想定できなかった物価上昇等による資機材調達コストや労務費の
増加に加え、金利上昇により資金調達コストも増加しており、カイゼン・DX等の推進や設備投資の
合理化など最大限の経営効率化に取り組んできましたが、物価や金利等の上昇影響の全てを経営努
力で吸収することは困難な状況となっております。

✓ また、施工力やサプライチェーンを維持し安定供給を確保していくためには、物価等上昇の環境下にお
いても、工事を担う協力会社が人材確保・維持に必要な賃金水準を確保できるよう、物価等の上昇
分を適切に取引価格へ反映していく必要があります。

✓ 以上を踏まえ、厳選した工事計画への見直しなど最大限の経営効率化を反映のうえ、電気事業法第
17条の2第4項の規定に基づき、「託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請」を行いました。



2２．物価等上昇の影響

✓ 当社は、カイゼン・DX等の推進など最大限の経営効率化に努めてきましたが、事業計画の策定時点で
は想定できなかった物価上昇等による資機材調達コストや労務費の増加に加え、金利上昇により資金
調達コストも増加しており、これら事業運営への影響は今後も拡大・継続する見通しのため、2026年度
以降の事業運営は非常に厳しい状況です。

✓ また、カーボンニュートラルに資する再生可能エネルギーの拡大や半導体・データセンター等の大規模需要
への対応、高経年化設備の計画的な更新等により安定供給を確保するためには、物価等の上昇を
適切に取引価格へ反映し、施工力やサプライチェーンを維持していく必要があります。
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従 来

・ひび割れや亀裂を生じたコンクリート柱に対し、耐久性や劣
化抑制に優れたエポキシ樹脂製接着剤を塗布した炭素繊
維シートを貼付けすることで、建替することなく、安価かつ
短時間の補強・補修を実現しました。

新たに開発した炭素繊維シートを貼付け

ひび割れ
亀裂

➢ 費用低減と施工時間の短縮
➢ 施工後もSBテスターによる内部診断が可能であり、

長期的な経過観察性能にも優れる

見 直 し 後

新たな資機材導入による補修・補強対策

３．経営効率化の取り組み

全て張替え

見 直 し 後従 来

部分張替

サーモビジョンによる発熱調査

劣化が顕著な部分を特定

・架空送電線について、サーモビジョンを用いた発熱調査等
による設備の健全性確認を行い、直線接続箇所等の
劣化が顕著な部分のみを特定し、更新範囲を見直すこと
により効率化を図りました。

✓今回の変更承認申請にあたっては、安定供給の確保を大前提に、新たな資機材の開発や設備の劣化
状態を踏まえた工事形態の見直しによる設備投資の合理化など、厳選した工事計画への見直しを反映
しております。

設備の劣化状態を踏まえた工事形態の見直し



4４．適切な価格転嫁に向けた取り組み

「パートナーシップ構築宣言」
 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めること
で、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

１．サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
    直接の取引先だけでなくサプライチェーンの深い層の取引先に働きかけることにより、サプライチェーン全体で 
の付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存
共栄の構築を目指します。

（個別項目）
 ＥＤＩ取引の推進により、取引先の業務効率化への支援を行います。
 健康経営の取り組みについて、取引先へのノウハウ提供や活動支援を行います。

２．「振興基準」の遵守
発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に係る取引条件の改善、

知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と中小受託事業者との望ましい取引慣行（受 
託中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣
行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。
なお、中小受託取引以外の企業間取引についても、取引上の立場に優劣がある企業間での取引の適正

化を図るという趣旨に留意します。

３．その他（任意記載）
   「ほくでんグループＣＳＲ行動憲章」に基づき、法令・社会規範の遵守、反社会的勢力の排除、安全の最
優先および相互信頼（パートナーシップ）の確立などについて定めた「調達の基本方針」を公表しています。

２０２３年３月２２日
（２０２３年 ６月２８日 代表者変更による更新）

（２０２４年７月１２日 更新）
（２０２６年２月２６日 更新）

受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を理解した上で宣言します。
北海道電力ネットワーク株式会社 取締役社長 社長執行役員 細野 一広

パートナーシップ構築宣言労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

【出典】：『(令和7年12月26日)「労務費の適切な転嫁のための価格交
渉に関する指針」の改正について 』 公正取引委員会

✓高度経済成長期に建設した膨大な設備の更新を着実に実施し、安定供給を確保し続けるためには、
将来にわたる施工力・サプライチェーンの維持が必要であり、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に
関する指針」や「パートナーシップ構築宣言」に基づき、引き続き、物価等上昇の変動を取引価格に適正
に反映してまいります。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.html
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直近承認額 今回申請額

（単位：億円）

✓ 今回の申請では、新たに制度措置が認められた物価や金利の変動（462億円）、制御不能費用の
実績乖離分（58億円）、市場等の約定・公募結果（24億円）を反映しました。

✓ これにより、今回申請する当社の「収入の見通し（5年総額）」は、現行（2023年11月24日承認）
の1兆59億円から544億円増加し、1兆603億円となります。

５．収入の見通しの変更承認申請概要
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 容量拠出金    +21（+14）
 ブラックスタート
電源確保費用 ▲0（▲0）

 予備電源費用  +3（+2）

※上図の（）は、収入の見通し変更後の期間（2026年11月～2028年3月）における年平均値
※四捨五入により合計値が合わない場合がある
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✓ 本日提出した「収入の見通し」については、今後、国による審査が行われ、経済産業大臣の承認を受け
て決定されます。

✓ その後、承認された「収入の見通し」をもとに、すみやかに託送供給等約款の変更届出を実施し、
2026年11月1日から新託送料金の適用を予定しております。

今後のスケジュール

2026年度

収入の見通し

託送供給等約款
（料金単価改定）

変更承認申請〔7/１０〕
▼

国による審査

変更承認
▼

変更届出
▼

６．今後のスケジュール

新料金の適用
〔11/1〕（予定）周知
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✓ 国の審議会において、急激な物価等の上昇や金利上昇に伴う支払利息の増加などを踏まえ、第一規
制期間における物価等の上昇及び事業報酬に関する制度措置が取り纏められ、2026年5月29日に
「一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令」の改正が行われました。

（参考）物価等上昇に対する制度措置について

＜出典＞第72回 料金制度専門会合 資料3（2025年12月16日）

https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_electricity/pdf/0072_03_00.pdf

